
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 
 

学校名 専門学校 坪内総合ビジネスカレッジ 
設置者名 学校法人 坪内学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･通

信制の

場合 

実務経験の

ある教員等

による授業

科目の単位

数又は授業

時数 

省令で定め

る基準単位

数又は授業

時数 

配

置

困

難 

専門課程 

地域経済医療事務学科 

地域経済コース 
夜・通信 24単位 

6単位  
地域経済医療事務学科 

医療事務コース 
夜・通信 21単位 

短期公務員学科 夜・通信 13単位 3単位  

公務員学科 夜・通信 21単位 6単位  

動物学科  

メディカルトリマーｺｰｽ 

(美容専攻) 

夜・通信 52単位 

 

6単位 
 

動物学科 

メディカルトリマーｺｰｽ 

  (看護専攻) 

夜・通信 49単位 

ＩＴ学科（本校） 

Rubyエンジニアコース 
夜・通信 35単位 

6単位  

ＩＴ学科（本校） 

モバイルエンジニアコース  
夜・通信 28単位 

ＩＴ学科（分校） 

Rubyエンジニアコース 
夜・通信 36単位 

ＩＴ学科（分校） 

モバイルエンジニアコース 
夜・通信 38単位 

ＩＴ学科 先端 ITコース 

      [4年課程] 
夜・通信 15単位 12単位  

こども総合学科 夜・通信 53単位 6単位  

国際自動車整備士学科 夜・通信 81単位 6単位  

（備考） 

 

 



  

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 専門学校 坪内総合ビジネスカレッジ 
設置者名 学校法人 坪内学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline 

 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
市議会議員、会社役

員 

2025.4.1～ 2029

年度定時評議員

会終結の時 

組織運営体制への

チェック機能 

非常勤 
市議会議員、社会福

祉法人の役員 

2025.4.1～ 2029

年度定時評議員

会終結の時 

組織運営体制への

チェック機能 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 専門学校 坪内総合ビジネスカレッジ 

設置者名 学校法人 坪内学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や

基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表してい

ること。 

（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・授業計画書（シラバス）作成過程・公表時期 

『授業計画書（シラバス）作成ガイドライン』

（https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline）の方針

に従い授業担当者が作成する。 

 

授業計画書（シラバス）作成の基本方針 

(1) 学生の目線に立って分かりやすい記述とする。 

(2) 学習の見通しが立てられるように具体的な記述とする。 

(3) 授業計画を不断に見直し、適時その内容を反映する。 

(4) 実務経験のある教員による授業科目については、その旨明示する。 

(5) 原則、開講の前年度までに作成し、開講年度初めに公表する。 

(6) 公表は本校 HP にて行う。 

授業計画書の公表方法 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosur

e/syllabus 
２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定してい

ること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

『単位認定の方針』 

(https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/confirmation_applicat

ion)  

「学校法人坪内学園 教務規程」において、単位修得認定並びに成績評価(成績

評価方法、定期試験、定期試験を行わない授業科目の評価方法、成績評価基準等)

について定める。 

授業計画書(シラバス)に示された評価の観点及び成績評価方法により、各規定

に基づいて成績の評価及び評定を行い、単位修得を認定する。 

 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/syllabus
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/syllabus


  

※「学校法人坪内学園 教務規程」抜粋 

(単位修得の認定) 

第４条 履修した授業科目の単位修得の認定は、担当教員の評価に基づき校長が

認定する。 

２ 単位修得の認定は次の条件を満たした時に行うものとする。 

(1) 試験その他の審査による学習の評定が「Ｃ（可）」以上であること。 

成績の評価基準は第６章で定める。 

(2) 国際自動車整備士学科、こども総合学科においては、各授業科目の出

席時間が指定基準時間数以上であること。 

３ 単位修得の認定は、原則としてその年度を超えて行わないものとする。 

但し、学則別表１(日本語学科においては別表第２)において、年度をまた

いで履修する授業科目の単位修得の認定については、各学年の学習評価を

踏まえて最終学年において行う。 

(評定の決定手続き) 

第３８条 学習成績の評定は成績会議の審議を経て決定される。 

(学習の評定） 

第４０条 試験その他の審査による評定は、Ａ（優）、Ｂ（良）、Ｃ（可）及 

びＤ（不可）の４段階をもって行い、Ｄ（不可）を不合格とし単位修得

の認定を行わない。 

(評定基準）  

第４１条 前条の評定の基準は、当該授業科目の目標達成度に応じ、次の表のと

おりとする。 

(1) ２０２１年度以降開講科目 

 評 定 評定点 目標達成度 

各学科・コ

ース 

Ａ（優） ９０～１００ 高い程度に達成しているも

の 

Ｂ（良） ８０～ ８９ 達成されているもの 

Ｃ（可） ７０～ ７９ おおむね達成しているもの 

Ｄ (不可) ６９以下 達成されていないもの 

（成績評価方法） 

第４２条 成績は、１００点満点で評価する。 

     (1)地域経済医療事務学科、公務員学科、短期公務員学科、動物学科、

IT 学科、国際観光ビジネス学科、国際日本語学科の授業科目の学習

成績の評価は、次の要領により、定期試験または追試験（必要によ

り再試験を含む）の試験素点と平常点によって評定点を算出する。 

       ①定期試験素点に０．８を乗算し少数点以下を切り捨てる。 

       ②平常点２０点とし、授業科目に関連する資格・検定受験または合

格状況、課題提出、レポート提出、出席状況により算出する。 

③ ①及び②の合計点数を評定点とする。 

     (2)国際自動車整備士学科、こども総合学科の授業科目の学習成績の評価

は、定期試験または追試験（必要により再試験を含む）に、各授業科目

において担当者が必要に応じて実施する試験、課題、レポートを加え

たもの、並びに、平素の学習活動全般から得られる評価資料に基づい

て総合的に定める。加算基準（担当者が必要に応じて実施する試験平



  

均点、課題平均点、レポート平均点）は以下のとおりとする。 
 

 加点数 平均点 

国際自動車整備士学科 

こども総合学科 

 

１０点 ９０点～１００点 

７点 ８０点～ ８９点 

５点 ７０点～ ７９点 

０点 ０点～ ６９点 

就職活動については、就職対策科目に加点する。 

２ 再試験の対象者には、再試験及び課題及びレポートの合計を１００点法

として構成し評価する。 

３ 定期試験または追試験によりＤ評価となった者は、再試験受験により定

期試験の評価点を更新することができる。ただし、評定をＣとし、評定

点はＣ最低点とする。 

（定期試験を行わない授業科目の成績評価方法） 

第４３条 定期試験を行わない授業科目の成績は、具体的な評価方法により１０

０点満点で評価し、シラバスに明示する。 

(1) 授業内での実技試験評価 

(2) レポートや課題等の提出物 

(3) 小テスト等による定着度の評価資料 

(4) 検定試験合格状況 

(5) 実習やインターンシップ等における報告書 

(6) その他根拠となる資料または方法 

(評定の時期） 

第４４条 成績の評定は、原則として前期末および後期末に行うものとする。 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するととも

に、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

評定Ａ～Ｄの基準となる評定点について、全科目合計点の平均を算出(100点満

点)することにより、学生の成績分布を把握する。 
※「学校法人坪内学園 教務規程」抜粋 

 (評定基準） 

第４１条 前条の評定の基準は、当該授業科目の目標達成度に応じ、次の表のと

おりとする。 

(1) ２０２１年度以降開講科目 

 評 定 評定点 目標達成度 

各学科・コース Ａ（優） ９０～１００ 高い程度に達成しているもの 

Ｂ（良） ８０～ ８９ 達成されているもの 

Ｃ（可） ７０～ ７９ おおむね達成しているもの 

Ｄ (不可) ６９以下 達成されていないもの 
 



  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

『客観的な指標の算出方法』 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction

/disclosure/guideline 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施してい

ること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

・卒業の認定に関する方針の具体的な内容 

『ディプロマ・ポリシー』を定め、公表している。 

建学の精神及びエデュケーショナル・ポリシー（教育方針）に基づき各学科の

エデュケーショナル・ゴールズ（教育目標）を達成し、かつ、所定の時間を履

修し単位を修得した学生に卒業を認定する。 

 地域経済医療事務学科（2024 年以降）、医療事務学科、動物学科、ＩＴ学科、こ

ども総合学科、国際自動車整備士学科 2 級自動車整備士コースの修了者に対して

は、「専門士」の称号が付与される。 

・卒業認定の手順 

「学校法人坪内学園 教務規程」において、卒業要件及び卒業認定の手順につい

て定めている。 

学生の成績の一覧表を作成し、年度末に進級判定会議及び卒業判定会議を開催する。

履修状況及び修得単位数を確認し、進級または卒業の可否を審議・判定する。進級要

件を満たした者に対し校長が進級を認定する。卒業要件を満たした者に対し校長が

卒業を認定する。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

『ディプロマ・ポリシー』 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction

/disclosure/guideline 
 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/guideline


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。 
学校名 専門学校 坪内総合ビジネスカレッジ 

設置者名 学校法人 坪内学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/dis

closure/business_report（事業報告書ｐ7） 

収支計算書又は損益計算書 
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclo

sure/business_report（事業報告書ｐ5～6） 

財産目録 
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclo

sure/business_report（事業報告書ｐ8） 

事業報告書 https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/dis

closure/business_report  

監事による監査報告（書） 
https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosu

re/business_report（事業報告書ｐ9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

2025年度入学生 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 

備 考 

（任意記載事項） 

 

地域経済医療事務 

公務員 

短期公務員 

ＩＴ【2 年課程】 

280,000円 1,100,000円 ― ※諸費用は別途 

ＩＴ【4 年課程】 280,000円 900,000円 ― ※諸費用は別途 

動物   280,000円 1,130,000円 ― ※諸費用は別途 

 こども総合  280,000円 800,000円 ― ※諸費用は別途 

国際自動車整備士 

国際観光ビジネス 
280,000円 700,000円 ― ※諸費用は別途 

修学支援（任意記載事項） 

 

2024年度入学生 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 

備 考 

（任意記載事項） 

 

地域経済医療事務 

公務員 

短期公務員 
ＩＴ 

280,000円 1,100,000円 ― ※諸費用は別途 

動物   280,000円 1,130,000円 ― ※諸費用は別途 

 こども総合  280,000円 1,000,000円 ― ※諸費用は別途 

国際自動車整備士 

国際観光ビジネス 
280,000円 700,000円 ― ※諸費用は別途 

修学支援（任意記載事項） 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/evaluation 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

教育活動その他の学校運営について、目標の達成状況や取組の適切さなどを評価

し、学校としての組織的、継続的な改善を図ること、評価結果の公表・説明責任を

果たし、企業、保護者、地域住民、学校運営に関する専門家、中学校・高等学校の

校長および進路指導担当者などから理解と参画を得て、学校・企業・団体・家庭・



  

地域の連携協力による学校づくりを進めること、評価結果に応じて改善措置を講

ずることにより、一定水準の教育の質を保障し、その向上を図ることを目的とし、

基本方針とする。 
●委員会の構成 

委員の中から委員長を選出し、委員長を責任者とする。 

地域の地方公共団体の関係者 1名 

学校の専門分野における業界関係者 8名 

卒業生 1名 

保護者 1名 

地域住民 1 名 

中学校・高等学校等の校長・進路指導担当者等 1名 

学校運営に関する専門家 1名 

●委員会開催：年 2回(第 1回を 8月、第 2回を 3月に予定) 

アドバイスを受けその後、改善方策を講じる。 
●評価項目 

教育理念・目的・育成人材、学校運営、教育活動、教育成果、学生支援、教育環境、

学生の募集と受け入れ、財務、法令等の遵守、内部質保証、社会貢献・地域貢献、

国際交流 

●評価結果の活用方法 

評価時期：8月 

評価降、委員の評価内容を受けた改善点への対応を学内で協議し、改善を図る 

参照：https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/evaluation 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

松江市総務部 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

地域の地方公共団体

の関係者 

一般社団法人島根県経営者協会 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

一般社団法人島根県歯科医師会 
2025 年 6 月 1 日より

2026年 3月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

一般社団法人島根県自動車整備振興会 
2024 年 7 月 1 日より

2026年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

公益社団法人島根県獣医師会 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

一般社団法人島根県情報産業協会 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

社会福祉法人坪内宝珠会 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

株式会社ホテル一畑 
2024 年 7 月 1 日より

2026年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

専門学校松江総合ビジネスカレッジ

同窓会副会長 

2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 
卒業生 

島根電工株式会社 
2024 年 6 月 1 日より

2026年 5月 31日 
保護者 

昭和商事株式会社 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 
地域住民 

松徳学院中学校高等学校 
2024 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

中学校、高等学校等

の校長、進路指導担



  

当者等 

税理士法人錦織会計事務所 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校運営に関する専

門家 

公益社団法人島根県防犯連合会 
2025 年 6 月 1 日より

2027年 5月 31日 

学校の専門分野にお

ける業界関係者 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/introduction/disclosure/evaluation 

 

（１） 主な評価項目 

①教育理念・目標・育成人材像 

②学校運営 

③教育活動 

④教育成果 

⑤学生支援など 

（２） 評価委員の構成 

定員 14名 

（３） 選出区分 

企業、自治体、卒業生、高校代表、地域代表、保護者代表、学校会計 

（４） 評価方法の活用 

学校関係者評価委員会で出た意見を次年度カリキュラムに反映させる。また、

教育課程編成委員会にて協議した意見を学校関係者評価委員会に提案する。 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://bijisen.tsubouchigakuen.jp/ 

 


